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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家屋建築群（以下、建築群と略称する）集風式及び広野構造群（以下、構造群と略称す
る）集風式風力中心発電所またはパワー・ステーションにおいて、建築群または構造群の
中心部には、高層、または超高層の、全体の建物の階層の高さにわたっている中空円柱型
の中心タワー・ビル（２８）が設置され、タワー・ビル（２８）のいずれの階層は、共に
内径がＤである中空の円柱体とそれと垂直する上下階層床（７）によって構成された羽根
車ハウジング（８）を含み、中心タワー・ビル（２８）の中心Ｏ点には、全体のタワー・
ビル（２８）の高さにわたっており、且つ地面中心軸線（１）と垂直し、及び中心軸線（
１）と同軸し、且つ各層のタワー・ビル（２８）を貫通する１つの集中伝動軸組合せ部材
（２）を有し、それによって、各層のタワー・ビル（２８）における羽根車の風力トルク
を、集中伝動軸組合せ部材（２）の下端（または上端）に伝達してさらに増速装置、発電
装置または動力伝動装置に伝達し、垂直軸式羽根車を使用する時に、各層のタワー・ビル
における集中伝動軸組合せ部材（２）には、高さｈがタワー・ビルの階層のネット高さＨ
よりやや小さい、羽根数が２及び２以上である１つの羽根車（３）を設置し、水平軸式羽
根車を使用する時に、タワー・ビル（２８）の各層には、１つ及び１つ以上の水平軸式羽
根車部材が設置され、該部材の羽根車軸（２１）の前端に設置される羽根（２２）の層数
が１層及び１層以上であり、羽根車軸（２１）の後端は、円錐状ギア（１９）によって集
中伝動軸（２）における円錐状ギア（２０）と噛合し、建築群集風式風力中心発電所、パ
ワー・ステーションとして、中心タワー・ビル（２８）の中心Ｏ点を原点とし、径方向に
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２棟及び２棟以上のサブ建築を設置することによって、２ビラ及び複数ビラ建築群を構成
し、その外壁が中心タワー・ビル（２８）の外壁と連結され、且つ床（２９）、天井蓋（
１３）、天井蓋支持ビームフレーム（１４）と増速型風洞を形成し、広野構造群集風式風
力中心発電所、パワー・ステーションとして、中心タワー・ビル（２８）の中心Ｏ点を原
点とし、径方向に伸出して２つまたは２つ以上の構造タワーを設置し、構造タワーの２つ
の側面がともに保護板（３１）によってカバーされて中心タワー・ビル（２８）と連結さ
れ、且つ床（２９）、天井蓋（１３）、天井蓋支持ビームフレーム（１４）と増速型風洞
を形成し、前記２種類の集風式風力中心発電所、パワー・ステーションの各層の中心タワ
ー・ビル（２８）は、２つのサブ建築物または２つの構造タワーの交差箇所の各層の中心
タワー・ビル（２８）の中空円柱体において、１つの吸込ダンパ（６）が開設され、それ
ぞれ建築群集風式風力中心発電所、またはパワー・ステーション及び広野構造集風式風力
中心発電所、パワー・ステーションを構成し、
　吸込ダンパ（６）の面積を周方向において調整することにより、または、天井蓋（１３
）の被覆面を径方向及び周方向において調整することにより、タワー・ビルに進入する風
速を調整して、発電装置を定速度に回転させる装置、をさらに有する、
　ことを特徴とする家屋建築群集風式及び広野構造群集風式風力中心発電所またはパワー
・ステーション。
【請求項２】
　天井蓋支持ビームフレーム（１４）の構造は、多相（２つのサブ建築間の外壁空間また
は２つの広野構造群ビームフレームの外壁空間が１相である）固定式と、Ｏ軸線（１）を
回って、自然風の風来る方向に向いて回転でき、且つ上部円状レール（３３）及び支持ビ
ームフレーム（３４）に支持される単相回転可能式と、を含み、その駆動方式は、中心軸
駆動式及び走行車輪（２６）による単独電動減速装置駆動式を含む、ことを特徴とする請
求項１に記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項３】
　集中伝動軸（２）に設置される増速装置、または発電装置の配置方式は、一台及び一台
以上の直列接続、並列接続、直列接続兼並列接続を含み、前記増速装置、発電装置、動力
駆動装置の設置場所は、集中伝動軸の下端と、上端を含む、ことを特徴とする請求項１に
記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項４】
　回転型天井蓋（１３）を使用するときに、いずれの集風式中心発電所、パワー・ステー
ションは、単相のみを取り付けて、且つそれを風来る方向に位置決めさせる、ことを特徴
とする請求項１に記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項５】
　サブ建築の平面図の外形は、円弧流線状Ａ、矩形Ｂ、階段矩形Ｃを含む、ことを特徴と
する請求項１に記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項６】
　各層の中心タワー・ビル（２８）に設けられており、発電装置を定速度させるための調
整可能な吸込ダンパ（６）の開閉方式は、手工式、単層自動開閉式、全体棟連動開閉式を
含む、ことを特徴とする請求項１に記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項７】
　水平軸式羽根車の羽根形状は、双羽根式、多羽根式、上風向式、下風向式、セイルウィ
ング式を含み、垂直軸式羽根車の型は、Ｓ型、プレートフィン・シェルター式、カップ状
、Φ型、Δ型、プレートフィン直羽根式、ウォーム・ギア型、ＳとΦの組合せ型を含み、
水平軸式羽根車ハウジング（２４）は、走行車輪（２６）によって、階層床（７）に固定
される環状軌道に支持され、羽根は可撓性体であってもよく、剛性体であってもよい、こ
とを特徴とする請求項１に記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項８】
　増速装置（１１）のフォームは、平行軸、同軸ＮＧＷ型、同軸少歯相違型を含み、発電
装置（１６）のフォームは、縦式、横式を含み、円錐状ギア（１９）、（２０）の歯状は
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、伸開線、円弧、螺旋型を含み、増速装置（１１）の歯状は、伸開線、円弧、少歯相違型
を含み、発電装置のフォームは、同軸型、平行軸型を含む、ことを特徴とする請求項２に
記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項９】
　集中伝動軸（２）の上下端によって設置される動力駆動負荷は、連動ポンプ、農業深加
工機械、工業性加工機械のギア、ベルト車、チェーンホイール伝動システム、熱ポンプシ
ステム装置を含む、ことを特徴とする請求項１に記載の発電所またはパワー・ステーショ
ン。
【請求項１０】
　発電機の出力は、建築物または構造物の自家用とし、系統連系で電力を提供して、建築
物自体に必要な熱供給システムの送配電装置及び発電所、パワー・ステーションを提供す
る、ことを特徴とする請求項１に記載の発電所またはパワー・ステーション。
【請求項１１】
　各棟の構造タワーの平面図の外形は、台形、等辺三角形、等辺内外円弧形であってもよ
く、天井蓋（１３）、保護板（３１）の材料は剛性体であってもよく、可撓性体であって
もよく、材質が透明体、不透明体であってもよい、ことを特徴とする請求項１に記載の発
電所またはパワー・ステーション。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は家屋建築群建設及び風力発電の２つの分野に係り、特に高層、超高層家屋建築
群の建設に係る。
【背景技術】
【０００２】
　エネルギー状態――世界エネルギー危機及び環境汚染がすでに目の前に迫っている程度
になっており、中国の著名な遺伝学専門家譚家槇学士院会員が、「遺伝子財産」の本に、
「世界的な原油の欠乏が、原油価格の継続上昇に至り、人類が、４００年内に、ほぼ、地
球の２５億年にかかって累積した石化型エネルギー――石油、石炭、天然ガス、を消耗し
切れた。統計によると、前記３種類のエネルギーの、採掘可能な年限はそれぞれ４０年、
５０年及び２４０年しかないため、人類は新しいエネルギーを探さなくてはいけない。」
と論述した。「参考情報」は、シンガポール「聯合朝新聞」の１１月１１日の報道におけ
る、楊正寧教授の、「私は運の非常によい人である。いまから見れば、中米関係が二三十
年内に大きな問題が発生しないかもしれないが、四五十年後はもう予測できなく、主な原
因は、人類は非常に多くの複雑な問題、特に資源問題、エネルギー問題、汚染問題を直面
しなければならず、その時、中米二国の世界に対する影響がそんなに大きいため、衝突が
この２つの国の間に存在する傾向が見られる。」言論を２００７年１１月２０日にて転載
した。
【０００３】
　風力発電装置の現状：従来の風力発電装置はともに自然風速によって羽根車を直接推進
しており、その最適な風速の確率が約６～８ ｍ／ｓｅｃであり、中国の王長貴等の、２
００３年編成出版した「新エネルギー発電技術」と言う本には、「現在主流風力発電機の
電力が、すでに６００～７００ｋＷに上げており、ＭＷクラスの機器セットがすでに生産
されており、現在２ＭＷクラスの機器セットがすでに生産されており、それらの大部分は
３枚羽根水平軸である。」ことが記載された。中国の２００８年における風電累計導入容
量がすでに１２００万ｋＷに達し、年増長率は２００７年が１２０％以上も達した。米国
Ｔｏｎｙ　Ｂｕｒｔｏｎ等に著作された「風エネルギー技術」の１．２節の「現代風力機
」には、１．５ＭＷの風力機が、６０ｍより大きい羽根車（３枚羽根水平軸を指す）が必
要であることを論述した。現在、一部の国が、風速が高さに伴って増大される原理を利用
して、風力場において非常に高いタワー（６０～８０ｍ）を使用しており、前記王長貴に
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より編纂された本によると、「測量によって、地面から２０ｍのところに風速が２ｍ／ｓ
ｅｃであるが、地面から３００ｍのところに風速が７～８ｍ／ｓｅｃになり、高度と風速
との関係式によって計算すれば、８０ｍの高所の風速が２０ｍの高所の風速と比べ、約２
倍も増加したことが分かった。
【０００４】
　前記３枚羽根式１．５ＭＷ発電装置及び増速装置に関して、現在国内の設計パラメータ
は大体以下の通りで、低速軸（ファン羽根）の回転速度が３０ｒ．ｐ．ｍ、高速軸の回転
速度が１８００ｒ．ｐ．ｍ、増速比が約６０であり、これによって分かるように、低速軸
のトルクが約４８７５０ｋｇ－ｍで、このようなトルクは、通常、２クラスＮＧＷ増速型
遊星の回転によって実現されるわけで、その１クラスの増速比約８であり、従来普通最大
の内歯車リングの加工旋盤の直径が２ｍである（今はすでに３～４ｍに達する）ことに基
づいて計算すれば、歯の数が１４２、アナログデジタルｍが約１４ｍｍであるときに、歯
幅Ｂ＝３００ｍｍで、単独の歯面の円周力Ｆｔが約１６２５０Ｋｇで、歯状基本彎曲応力
が４ｋｇ／ｍｍ２で、該応力がすでに通常材料の許可値に近づいており、一方、前記歯状
パラメータは、すでに、少数の重機械工場が具備しているｙ５１２００歯車形削り盤しか
満足できなくなっており、前記から分かるように、現在の水平軸３枚羽根式ファンは、遊
星増速装置の加工能力から言えば、２ｍ内径の歯車形削り盤はパワー以上を超えれば適応
できなくなるが、火力発電機の１つの装置の容量がすでに６０万ｋＷに達し、グリッドの
ピック調整用としてのガスタービン燃焼機の１つの装置の容量がすでに１２万ｋＷに達し
ているが、後の両者のエネルギーがすでに枯渇している。前記から分かるように、従来の
風力発電装置によって火力発電及びガスタービン燃焼機発電装置を替わることは、人々が
非常に多くの伝統的な理念を超越し、発見することによって前進しなければならない。中
国の宋時代の文豪蘇東坡が《前赤壁賦》において以下の句を書いた：「川上の清風及び山
間の明月しか、取っても使っても尽きるものがなく、造物者の尽きることのない宝蔵であ
り、我々はこれを依存して生活している」。本発明は蘇氏の言葉から発想し、それを昇華
させた後自然に得られたものである。
【０００５】
　風速及び風圧の規範、地震及び地震予防建設に関して、現在、中国の家屋建築業界はす
でに大きく発展しており、我々が住んでいる南京はさらにこのようになっており、高層ビ
ルがあちこち林立しており、それらの姿態が多様であり、それぞれ造形の美しさを持って
いるが、すべての建物はともに本発明者に記載される集風効果を持って且つそれを発電さ
せる文化内包を持っていない。海内外を見渡してともに同様であるが、以下の共通な特徴
を持っている：１．超高層建築として、それらの外壁の多くは密閉のガラス壁であり、集
中の中央空調を採用している；２．それらの多くは６層以上、雲に入っているそうなもの
である。一方、中国の建物設計、特に高層及び超高層建築の設計がすでに非常に成熟して
おり、風の負荷における規範も明確な規定を有し、例えば「建築構造負荷規範ＧＢＪＧ－
８」における全国風圧分布図は、各地区の基本風圧Ｗｏの数値が明確に規定されており、
そのうち、中国の台南、台北が１．２ＫＮ／ｍ２、汕頭、吉林、アモイが０．７５ＫＮ／
ｍ２、佳木斯、シンセン、湛江、海口が０．７ ＫＮ／ｍ２、上海が０．５５ ＫＮ／ｍ２

、南京が０．３５ ＫＮ／ｍ２である等、その基本風速ＶＯ≒２４～４４ｍ／ｓｅｃで、
中国の西北地区の鉄路橋梁の設計の基本風速がＶＯ≒７０ｍ／ｓｅｃである。
【０００６】
　建築物の地震防止の問題に関して、中国の高層建築は６～９マグニチュード内に防止を
設置することが規定されており、中国は地震の多発国であり、特に雲南から四川、陜西、
山西を経由して河北唐山に至る当たりの地区は地震がより多く発生しており、中国の古典
建築は良好な耐地震構造を有し、例えば天安門城壁及び城ビル、天壇祭年亭など、それら
はともに数百年を亘っても倒れていなかったものであり、最近の十年来、全国大中都市に
は非常に多くのビルが建築されたが、それらの共通特長は多くが矩形断面であり、且つそ
の短手長さが通常３０ｍのみ、ひいてはさらに小さいであるため、耐彎曲、耐ねじりの慣
性半径が比較的小さく、耐地震に対しては非常に不利である。例えば、底面積が２４×９
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０＝２２００である、中が詰まっている１つの構造を例にし、それを、互いに１２０°で
ある３星型建築物に分解し、いずれの小矩形が１２×６２であり、そのそれぞれの短手を
１２ｍ直径の円と外接させ、且つそれを建築において１つの全体に形成させ、それによっ
て、前者の側面の耐彎曲断面のアナログデジタルが約８６４０ｍ３であるが、後者が６８
０００ｍ３に達しており、７．８倍の増になっており、水平衝突波の抵抗する耐震強度を
大幅に増強した。
【０００７】
　中国の砂埃化南移転の現象が激しく且つ人に心配されており、本発明者は５０年代の初
期にて嘗て北京で数年働くことがあった、あの時、今の南京のような、偶に見られなかっ
た、自動車のハウジングに残っていた砂跡は、毎年には僅かに数日しかなかったが、前年
の４月の時に我々が北京に遇った砂埃はそんなに大きいではないと言われたが、あの時に
は一回も遇ったことがなかった。
【０００８】
　中国の都市農村は毎年冠水の災害が多い一方、降雨量が少ないで乾燥にも苦しくしてい
るが、揚子江が秒ごとに約１万立方米の水を海に注入していることに基づいて計算すれば
、毎年は３０００億トンの水が無駄になっており、それを５０ｍの揚程を上げて北京に搬
送すれば約５００万ｋＷが必要で、本発明の広野式の３０～５０つのパワー・ステーショ
ンですれば結構であり、水の自由に調達不可の原因は、エネルギー、水運行経路及び運行
メカニズムの欠乏であり、もし前記の一年の江水を、風力によって上げてゴビに搬送すれ
ば、砂漠化南移転の問題がなくなるが、今まで現在の南水を北に調達することはただ自然
傾斜度の流れの手段にのみ留まっている。そのため、本発明のパワー・ステーションは超
大の水ポンプを取付ければ前記ことの解決がそんなに難しいことではなくなる。人の力に
よって自然に勝ることができなければ、自然の力よって自然に勝ることができればよいだ
ろう？
【発明の概要】
【０００９】
　家屋建築群（以下、建築群と略称する）集風式風力中心発電所またはパワー・ステーシ
ョン及び広野構造群（以下、構造群と略称する）集風式風力中心発電所またはパワー・ス
テーションであって、風力発電装置のパワーと風速の３乗とが正比例する関係を利用して
、また本発明の集風構造及びその伝動方法の原理を利用して、確率が８０％以上である約
３～８ｍ／ｓｅｃの自然風速を５０～７０ｍ／ｓｅｃまでに増加することができ、それに
よって、羽根の単位面積当たりのパワーが約１００～３４０倍に増加され、約６万ｍ２の
高層建築群はその集風後の風速が５０ｍ／ｓｅｃである時に、導入容量２～５万ｋＷの風
力発電機に提供できる一方、広野構造集風式風力中心発電所の導入総容量は風速が７０ｍ
／ｓｅｃに設定される時に、５～１５万ｋＷ及びその相応するパワー駆動パワー・ステー
ションに達することができ、本発明の汎用は人類に清潔、持久、廉価のエネルギーを提供
し、エネルギーの争奪による戦争の災難から避けることができる。
【００１０】
　家屋建築群集風式及び広野構造群集風式風力中心発電所またはパワー・ステーションで
あって、建築群または構造群の中心部には、高層、または超高層の、全体の建物の階層の
高さにわたっている中空円柱型の中心タワー・ビル２８が設置され、タワー・ビル２８の
いずれの階層は、共に内径がＤである中空の円柱体とそれと垂直する上下階層床７によっ
て構成された羽根車ハウジング８を含み、中心タワー・ビル２８の中心Ｏ点には、全体の
タワー・ビル２８の高さにわたっており、且つ地面中心軸線１と垂直し、及び中心軸線１
と同軸し、且つ各層のタワー・ビル２８を貫通する１つの集中伝動軸組合せ部材２を有し
、それによって、各層のタワー・ビル２８における羽根車の風力トルクを、集中伝動軸組
合せ部材２の下端（または上端）に伝達してさらに増速装置、発電装置または動力伝動装
置に伝達し、垂直軸式羽根車を使用する時に、各層のタワー・ビルにおける集中伝動軸組
合せ部材２には、高さｈがタワー・ビルの階層のネット高さＨよりやや小さい、羽根数が
２及び２以上である１つの羽根車３を設置し、水平軸式羽根車を使用する時に、タワー・
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ビル２８の各層には、１つ及び１つ以上の水平軸式羽根車部材が設置され、該部材の羽根
車軸２１の前端に設置される羽根２２の層数が１層及び１層以上であり、羽根車軸２１の
後端は、円錐状ギア１９によって集中伝動軸２における円錐状ギア２０と噛合し、建築群
集風式風力中心発電所、パワー・ステーションとして、中心タワー・ビル２８の中心Ｏ点
を原点とし、径方向に２棟及び２棟以上のサブ建築を設置することによって、２ビラ及び
複数ビラ建築群を構成し、その外壁が中心タワー・ビル２８の外壁と連結され、且つ床２
９、天井蓋１３、天井蓋支持ビームフレーム１４と増速型風洞を形成し、広野構造群集風
式風力中心発電所、パワー・ステーションとして、中心タワー・ビル２８の中心Ｏ点を原
点とし、径方向に伸出して２つまたは２つ以上の構造タワーを設置し、構造タワーの２つ
の側面がともに保護板３１によってカバーされて中心タワー・ビル２８と連結され、且つ
床２９、天井蓋１３、天井蓋支持ビームフレーム１４と増速型風洞を形成し、前記２種類
の集風式風力中心発電所、パワー・ステーションの各層の中心タワー・ビル２８は、２つ
のサブ建築物または２つの構造タワーの交差箇所の各層の中心タワー・ビル２８の中空円
柱体において、１つの吸込ダンパ６が開設され、それぞれ建築群集風式風力中心発電所、
またはパワー・ステーション及び広野構造集風式風力中心発電所、パワー・ステーション
を構成することを特徴とする。
【００１１】
　天井蓋支持ビームフレーム１４の構造は、多相（２つのサブ建築間の外壁空間または２
つの広野構造群ビームフレームの外壁空間が１相である）固定式と、Ｏ軸線１を回って、
自然風の風来る方向に向いて回転でき、且つ上部円状レール３３及び支持ビームフレーム
３４に支持される単相回転可能式と、を含み、その駆動方式は、中心軸駆動式及び走行車
輪２６による単独電動減速装置駆動式を含む。
【００１２】
　集中伝動軸２に設置される増速装置、または発電装置の配置方式は、一台及び一台以上
の直列接続、並列接続、直列接続兼並列接続を含み、前記増速装置、発電装置、動力駆動
装置の設置場所は、集中伝動軸の下端と、上端を含む。
【００１３】
　回転型天井蓋１３を使用するときに、いずれの集風式中心発電所、パワー・ステーショ
ンは、単相のみを取り付けて、且つそれを風来る方向に位置決めさせる。
【００１４】
　サブ建築の平面図の外形は、円弧流線状Ａ、矩形Ｂ、階段矩形Ｃを含む。
【００１５】
　各層の中心タワー・ビル２８に設けられており、発電装置を定速度させるための調整可
能な吸込ダンパ６の開閉方式は、手工式、単層自動開閉式、全体棟連動開閉式を含む。
【００１６】
　水平軸式羽根車の羽根形状は、双羽根式、多羽根式、上風向式、下風向式、セイルウィ
ング式を含み、垂直軸式羽根車の型は、Ｓ型、プレートフィン・シェルター式、カップ状
、Φ型、Δ型、プレートフィン直羽根式、ウォーム・ギア型、ＳとΦの組合せ型を含み、
水平軸式羽根車ハウジング２４は、走行車輪２６によって、階層床７に固定される環状軌
道に支持される。
【００１７】
　増速装置１１のフォームは、平行軸、同軸ＮＧＷ型、同軸少歯相違型を含み、発電装置
１６のフォームは、縦式、横式を含み、円錐状ギア１９、２０の歯状は、伸開線、円弧、
螺旋型を含み、増速装置１１の歯状は、伸開線、円弧、少歯相違型を含み、発電装置のフ
ォームは、同軸型、平行軸型を含む。
【００１８】
　集中伝動軸２の上下端によって設置される動力駆動負荷は、連動ポンプ、農業深加工機
械、工業性加工機械のギア、ベルト車、チェーンホイール伝動システム、熱ポンプシステ
ム装置を含む。
【００１９】
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　発電機の出力は、建築物または構造物の自家用とし、系統連系で電力を提供し、また建
築物自体に必要な熱供給システムの送配電装置及び発電所、パワー・ステーションを提供
する。
【００２０】
　本発明において、タワー・ビルに進入する風速を調整するための、吸込ダンパ６の面積
の周方向における調整可能性、及び天井蓋１３の径方向及び周方向における被覆面の調整
可能性（比較的大きな自然風元式は一部または全部卸下搭載する）を有し、発電装置を定
速度に回転させる装置が採用される。
【００２１】
　各棟の構造タワーの平面図の外形は、台形、等辺三角形、等辺内外円弧形であってもよ
く、天井蓋１３、保護板３１の材料は剛性体であってもよく、可撓性体であってもよく、
材質が透明体、不透明体であってもよい。
【００２２】
〔発明の原理〕
　周知のように、単位時間内に羽根の断面Ｆから流れ通過するパワーＷは風速Ｖの３乗と
正比例し、即ちρＦＶ３（式中ρが空気密度である）、従来の伝統的な風力発電装置には
共に自然風速が使用されるが、本発明は前記公式の原理を使用して、自然風速を、建築群
外壁または構造ビームフレームの外縁保護板３１、天井蓋１３、増速風洞床２９から経由
させて全体の増速空間に形成させ、自然風は増速型風洞の入口面及びその弦長３６を経由
して中心タワー・ビルの風進入扉６に向けて流れて行く時に速度が絶えずに増大され、例
えば増速型風洞の入口面弦長３６の長さが１００ｍで、中心タワー・ビルの風進入扉６の
弦長が１０ｍであれば、風速の増速比は１００：１０であり、即ち１０倍も増加し（局所
抵抗を見落として計算しない）、もし自然風速が５ ｍ／ｓｅｃであれば、中心タワー・
ビルの羽根車の羽根に作用できる風速が５０ ｍ／ｓｅｃで、同様な羽根面積の自然風と
比べるとそのパワーが１０３＝１０００倍も増加した。本発明は、風洞出口面積の周方向
における調整可能性、及び天井蓋１３の径方向及び周方向における被覆面の調整可能性（
比較的大きな自然風元式は一部または全部卸下搭載する）を利用して、タワー・ビルに進
入する風速を調整し、発電装置を定速度に回転させる。
【発明の効果】
【００２３】
１．従来の伝統的な風エネルギーの資源範囲を拡大した。本発明の増速効果によって、従
来に採用された６～８ ｍ／ｓｅｃ風源を約３ｍ／ｓｅｃに低減し、広大な地区を有用な
風源にすることができる。
２．自然風発電装置の回転速度の調整不可性を、調整可能な定速度風力発電機に転換させ
ることができる。
３．定速度ファンを創造するため、系統連系に対して有力な条件を創造し、従来の風力発
電の系統連系の困難を克服した。
４．ユーザの距離を短縮し、出力設備のコストを大幅に下げた。
５．本発明の建築物内の居住、事務、工・商業及び周辺建築物に対して電源、熱源、低熱
源、動力源を直接提供できる。
６．ターボ回転速度を、従来の伝統的な自然ファンの３０ｒ．ｐ．ｍから２００～３００
ｒ．ｐ．ｍに向上しため、伝動モーメントを５～１０倍に低減し、伝動装置のコストを５
～１０倍に低減させ、且つ大型風力ステーションの伝動装置の加工の難しさを大幅に低減
した。
７．集中伝動を採用するため、用地面積及び管理費用を大幅に節約した。
８．１つの機械セットを、従来の約２千ＫＷから２万ＫＷ、ひいては５～１０万ＫＷ／座
に向上させた。
９．本発明を石油、石炭、天然ガスの使いきれた後の代替品にすることを可能にする。
【００２４】
　２００７年の北京の電気供給を例にし、人毎に平均０．８４ｋＷの電気供給容量として
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計算し（北京２００７年１１月３０日放送局の報道によると、総電気供給容量が８３７万
ｋＷで、１０００万人で計算すれば、１人当たりの平均が０．８４ｋＷ容量になる）、且
つ１人当たりの平均建築が２０ｍ２であることに基づいて計算すれば、６００００ ｍ２

の発電所家屋建築は約３０００人に提供できる一方、自己供給容量が３０００×０．８４
＝２５２０ｋＷであれば十分であり、その他残り分は外へ供給でき、２００００ｋＷ、毎
年６０００時間正常回転として計算すれば、一年の発電量が１．２億ｋＷ・Ｈで、０．５
元／ｋＷ・Ｈで計算すれば一年の総利益が約６０００万元である。一方、１台の広野式風
力発電所、その自然風速が８ｍ／ｓｅｃ、増速比が９であれば、その出口の速度が約７０
 ｍ／ｓｅｃで、回転子の直径が１６ｍ、１層の高さが４ｍであるときに、１層当たりの
パワーが約５０００ｋＷにも達することができ、３０層で計算すれば（総有効高度が１２
０ｍである）、その総導入容量が１５万ｋＷにも達することができるため、本発明（これ
からの１０～２０年内）は家屋建築群に対して、その出口風速は５０が適で、広野式風力
発電所にとって、出口風速は７０ｍ／ｓｅｃが適であり、これは列車の速度向上と同じよ
うに、技術進歩に伴って、その速度がさらに向上できる。
【００２５】
　本発明は従来の建築設計規範をそんなに多くに打破する必要がない前提下で、家屋建築
群式風力発電所の風速を、３ｍ／ｓｅｃ軽風から５０ｍ／ｓｅｃに増速でき（増速比が１
６、内陸型）、一方、広野型集風発電所は和風クラス（８ ｍ／ｓｅｃ）の自然風源を選
択して７０ ｍ／ｓｅｃ風速に増速でき、ファンの発電パワーが風速の３乗と正比例（前
記同、Ｐ．１７８）するため、従来の３枚羽根車水平軸羽根車自然風速発電所（理想の自
然風速が清風クラス８～１０ｍ／ｓｅｃ、一年の約２０％の確率を占める）と比べ、同様
な１０ｍ／ｓｅｃ自然風を例にして、本発明の羽根当たりの風向き面積の発電パワーがそ
れぞれ１２５倍及び３４３倍増加し、タワー・ビルの高度がほぼ同等（約１００ｍ）であ
るときに、本発明は羽根の直径が１８ｍであるときに、約８００ｍ２の風向き面積を得ら
れるが、従来の技術の２０００ｋＷ装置は、羽根の直径が６０ｍで、約１００ ｍ２の風
向き面積しか得られないため、本発明の家屋建築群風力発電所装置は１～５ｋＷが適切で
、広野式中心装置は最も多くときに５～１５万ｋＷにも達することができる。
【００２６】
　本発明の家屋建築群風力発電所の天井蓋１３及び広野式風力発電所の天井蓋１３は、局
所径方向または周方向開き式構造を採用し、卸下搭載の目的を達するように、単独伝動シ
ステムによって鋼線を介して開閉を行うことができ、且つファンの速度を開閉または調整
するように、台形立体空間の出入り扉６を閉鎖または調整してもよい。
【００２７】
　本発明は必要であるときに、天井蓋１３を局所に開けることによって卸下搭載すること
ができ、この卸下搭載する動作は、手工的、単独機械的、集中機械的方式を含み、その伝
動方式は、電動減速装置による直接伝動、チェーンホイール、鋼線介しての電動減速装置
の伝動方式を含み、自然風の風来る方向が建築物または構造タワーの径方向中心軸線と平
行する時に、建築物及び鉄塔の平面図の最も外の各の先端において、位置規制装置の風引
き受け羽根２５が配置され、前記風引き受け羽根２５は、１つの縦軸が床から天井蓋１３
まで間の縦軸と、相応する折たたみ翼と、によって構成され、通常のとき、折たたみ翼が
側壁面に密着され、前記風方向を遇う時に、折たたみ翼が風を引き受けるように１つの角
度を伸びだして、且つ位置規制装置（例えばラチェットホイール）によって位置決められ
、前記折たたみ翼及び縦軸を駆動する方式は、鋼線伝動、電機減速装置単独伝動、圧縮空
気伝動、油圧伝動を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】３ビラ式流線状外形家屋建築群集風風力式発電所の平面図であり、図中、Ａは外
流線状壁建築を表す。
【図２】３ビラ式矩形、多段階矩形、三角構造型家屋建築群式または広野構造式（即ち鉄
塔構成）集風発電所の平面図であり、図中、Ｂは矩形外壁建築を表し、Ｃは外段階矩形外
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壁建築を表す。
【図３】図１のＧＯＧ断面図である。
【図４】中心タワー・ビルにおける、垂直軸式羽根車系統における単層ビルＳ型羽根車部
材の系統図であり、図中、Ｈが階層の高さ、ｈが単層羽根の長さ、Ｄがハウジングの内径
、ｄが羽根の外径である。
【図５】水平軸式羽根車部材の単層タワー・ビルにおける伝動系統図であり、図中、ｄ１

が最大回転直径である。
【図６】風引き受け羽根付き建築の平面図である。
【図７】広野回転鉄塔式中心風力発電所の外部構造図であり（中心タワー・ビル２８内の
施設は固定式と同様である）、そのうち、Ｊ－Ｋ断面が局所断面の正面図で、下図がその
平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面に合わせて本発明を実施する最適な手段を詳細に説明する。家屋建築群集風
式中心発電所のサブ建築及び広野構造式集風中心発電所の星状風引き鉄フレームは、共に
、３つの相互に約１２０°になっている平面配置が好ましい。各地の風方向が梅花である
特徴に基づいて、前記建築及び装置の方向位置決めは、最大な風引き効果を得るように、
なるべく主導風方向を、ある１つのサブ建築またはある１つの遊星鉄フレームの中心線と
平行させるべきであり、各地は本地区の基本風圧に基づいて本発明の建築物及び構築物の
風速増速比を確定するべきで、最近の２０年内に、家屋建築群式集風式風力発電所の羽根
車の入口風速は５０ｍ／ｓｅｃが好ましく、導入容量は約２～５万ｋＷが好ましく、広野
式集風発電所の羽根車の入口風速は７０ｍ／ｓｅｃが好ましく、導入容量は約５～１５万
ｋＷ／所ごとが好ましい。技術の進歩及び時間の推移に伴って、前記入口風速はさらに非
常に大きな価値増加余裕を有し、家屋建築群式集風式発電所は大中都市において６層及び
３０～４０層間が好ましく、垂直軸式羽根車はＳ型が最も簡単で、水平軸式羽根車は２層
多羽根が好ましく、５万ｋＷ以上広野式風力発電所はブースター・ステーションを設置す
ることが好ましく、その鉄塔は送配電鉄塔として兼用することが好ましい。本発電所は有
効な落雷防護装置、安全高空走行保護レバー及び有効な防音装置を設置すべきで、本発明
の家屋は、風吸込み風洞の増速効果を増加するように、高速風に近づくエリアに密閉式外
壁を採用すべきである。本発明の実施は、構造面において本発明の特徴を有する以外に、
建築面において各種の健康且つ美しい芸術造形を包容できるため、中国の文化特色及び現
代化内包を有する風力中心発電所または風力中心パワー・ステーション及び家屋建築群を
建築した。
【符号の説明】
【００３０】
１、中心軸線
２、集中伝動軸
３、羽根車
４、軸受
５、軸受ホルダー
６、吸込ダンパ
７、階層床
８、羽根車ハウジング
９、軸継ぎ手
１０、人用昇降エレベータ
１１、他電源式縦式モータ
１２、減速、鋼線ローラ装置
１３、天井蓋
１４、天井ビームフレーム
１５、増速装置



(10) JP 5542885 B2 2014.7.9

10

20

１６、発電装置
１７、高圧線カンチレバー架設装置
１８、自然風方向指示信号装置
１９、アングル歯車
２０、アングル歯車
２１、水平式羽根車軸
２２、羽根
２３、タワー・ビル床７における環状レール
２４、水平式羽根車ハウジング
２５、風引き受け羽根
２６、自由走行車輪、またはモータ及び減速装置付き駆動走行車輪
２７、ヒンジピン
２８、中心タワー・ビル
２９、増速風洞床
３０、風引き鉄塔鋼構造ビームフレーム
３１、保護板
３２、補助支持ビームフレーム
３３、上部円形レール
３４、上部円形レールの下部に設置される支持ビームフレーム
３５、地面円形レール
３６、増速型風洞入口面及び弦長
 

【図１】 【図２】
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